
重要事項説明書（訪問介護サービス） 

           

 あなたに対する訪問介護サービスの提供開始にあたり、厚生省令第３７号第８条に基づいて、

当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者概要 

 事業者名称 芳和会 

主たる事務所の所在地  熊本市中央区神水 1丁目 14-41 

法人種別  社会医療法人 

代表者名  理事長 積 豪英 

電話番号  ０９６－３８１－５８８７ 

 

 介護保険法令に基づき熊本県知事

から指定を受けている事業所名称

（指定番号） 

 各事業所につき介護保険法令に基づき熊本県知事から

指定を受けている居宅介護サービスの種類 

ヘルパーステーション協立 

（第４３７０５００４８号） 

 訪問介護 

 

２．ご利用事業所 

ご利用事業所の名称  ヘルパーステーション協立 

指定番号  ４３７０５００４８２ 

所在地  水俣市桜井町２丁目２番１４号 

電話番号  ０９６６－６３－９５３５ 

ＦＡＸ  ０９６６－６３－６０１４ 

管理者  松本 幸美 

 

 

 

 



３．事業の目的と運営方針 

事業の目的 介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定訪問介護を提供する 

 運営方針 

 利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、

入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う 

 

４．ご利用事業所の職員体制 

ご利用事業所の従

業者の職種 

員数 勤務の体制 

管理者 1名 

常勤・兼務 1名 

日 勤（８時３０分～１７時００分） 

他 時差出勤あり 

サービス提供責任者 1人以上 

常勤 1名以上 

 昼 勤（８時３０分～１７時００分）１名以上 

 午後勤（１３時００分～１７時００分）１名以上 

 他 時差出勤あり 

 ホームヘルパー 

養成研修２級課程

を修了した者 

２人以上 

非常勤 1人以上 

 昼 勤（８時３０分～１７時００分）１名以上 

 午後勤（１３時００分～１７時００分）１名以上 

他 時差出勤あり 

 

５．営業時間 

営業日  月曜～土曜（祝日） 

営業時間 

 ８時３０分～１７時００分  （月曜日～金曜日） 

 ８時３０分～１７時００分  （土曜日） 

 



６．通常の事業実施地域 

水俣市・津奈木町 

上記以外の地域でもご希望の方はご相談ください。 

 

７．利用料                            令和 6年 4月更新 

「指定訪問介護サービス等」を提供した場合の利用料の額は介護保険が定める基準によるものとし 

「法定代理受領分：介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を

乗じた額 法定代理受領分以外：介護報酬告示上の額」とする。 

・身体介護 01・Ⅳ 168単位 20分未満（1回につき） 

・身体介護 1・Ⅳ  251単位 20分以上 30分未満（1回につき） 

・身体介護 2・Ⅳ  399単位 30分以上 1時間未満（1回につき） 

・身体介護 3・Ⅳ  651単位 1時間以上 30分を増すごとに+84単位（1回につき） 

※身体介護に引き続き生活援助を行った場合、所要時間が 20分から起算して 25分を増す 

ごとに+67単位（201単位を限度） 

・生活援助 2・Ⅳ  184単位 20分以上 45分未満（1回につき） 

・生活援助 3・Ⅳ  227単位 45分以上（1回につき） 

・初回加算   200単位（1月につき） 

・処遇改善加算Ⅲ 基本報酬に処遇改善加算を加えた報酬額×13.7％（1月につき） 

 

※以下のことは介護保険サービスで認められておりませんので行うことが出来ません。 

〇 ご家族分の調理・掃除・洗濯等 

〇 来客の応対（お茶、食事の手配等） 

〇 自家用車の洗車、清掃 

〇 ペットの世話（犬の散歩等） 

〇 大掃除、庭の草取り 

〇 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え 



〇 特別な手間をかけて行う料理（おせち料理等） 

※サービス利用キャンセル及び変更は、前日までにご連絡ください。 

 

８．苦情申し立て窓口 

 ご利用者ご相談窓口 

ご利用時間 平日 ８時３０分～１７時００分 

       土曜 ８時３０分～１２時３０分 

 ご利用方法 電話 ０９６６－６３－９５３５ 

       FAX ０９６６－６３－６０１４ 

          管理者 松本 幸美 

水俣市いきいき健康課 

高齢介護支援室 

 ご利用時間 平日 ８時３０分～１７時００分 

 ご利用方法 電話 ０９６６－６３－３０５１ 

       FAX ０９６６－６２－３６７０ 

 津奈木町 

住民課保険班 

 ご利用時間 平日 ８時３０分～１７時００分 

 ご利用方法 電話 ０９６６－８３－８０６８ 

       FAX ０９６６－７８－３００９ 

国民健康保険団体 

連合会熊本 

ご利用時間 平日 ９時００分～１７時００分 

 ご利用方法 電話 ０９６－２１４－１１０１ 

       FAX ０９６－２１４－１１０５ 

 

９．緊急時の対応法 

 利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 

 また緊急連絡先に連絡いたします。 

利用者の主治医 

氏名 

所属医療機関の名称 

所在地 

電話番号 

 



協力医療機関 

医療機関の名称 

院長名 

所在地 

電話番号 

診療科 

入院設備 

救急指定の有無 

契約の概要 

社会医療法人芳和会 水俣協立病院 

重岡 伸一 

水俣市桜井町２丁目２番１２号 

０９６６－６３－１７０４ 

内科 

有り 

無し 

当事業者と病院は常に医療の確保につとめる 

緊急連絡先 

氏名 

住所 

電話番号 

昼間の連絡先 

夜間の連絡先 

 

 

10．その他 

秘密の保持、個人情報の利用について 

① 当事業所及び従業員は、正当な理由がない限り、利用者及び利用者の家族について知り得た

秘密を漏らしません。 

② 当事業所は、従業員が退職後、在職中に知り得た利用者、利用者の家族について知り得た秘

密を漏らすことのないように必要な措置を講じます。 

③ サービス担当者会議等でサービス提供に必要とされる最小限の内容については用いる場合が

有ります。 

 


